
医療型児童発達支援

２６  （旧）医療型児童発達支援サービスコード表

サービスコード サービス内容略称 合成 算定

種類 項目 単位数 単位

62 1111 医児発１ 487 1日につき

62 1112 医児発１・開所減１ 開所時間減算（4時間未満） × 341

62 1131 医児発１・開所減２ 単位 開所時間減算（4時間以上6時間未満） × 414

62 1144 医児発１・未計画１ × 70% 341

62 1146 医児発１・未計画１・開所減１ 開所時間減算（4時間未満） × 239

62 1148 医児発１・未計画１・開所減２ 開所時間減算（4時間以上6時間未満） × 290

62 1150 医児発１・未計画２ × 50% 244

62 1152 医児発１・未計画２・開所減１ 開所時間減算（4時間未満） × 171

62 1154 医児発１・未計画２・開所減２ 開所時間減算（4時間以上6時間未満） × 207

62 1115 医児発１・地公体 470

62 1116 医児発１・地公体・開所減１ × 開所時間減算（4時間未満） × 329

62 1133 医児発１・地公体・開所減２ 開所時間減算（4時間以上6時間未満） × 400

62 1159 医児発１・地公体・未計画１ × 70% 329

62 1161 医児発１・地公体・未計画１・開所減１ 開所時間減算（4時間未満） × 230

62 1163 医児発１・地公体・未計画１・開所減２ 開所時間減算（4時間以上6時間未満） × 280

62 1165 医児発１・地公体・未計画２ × 50% 235

62 1167 医児発１・地公体・未計画２・開所減１ 開所時間減算（4時間未満） × 165

62 1169 医児発１・地公体・未計画２・開所減２ 開所時間減算（4時間以上6時間未満） × 200

62 1301 医児発１・支減 414

62 1302 医児発１・開所減１・支減 × 290

62 1303 医児発１・開所減２・支減 × 352

62 1304 医児発１・未計画１・支減 × 70% 290

62 1305 医児発１・未計画１・開所減１・支減 × 203

62 1306 医児発１・未計画１・開所減２・支減 × 247

62 1307 医児発１・未計画２・支減 × 50% 207

62 1308 医児発１・未計画２・開所減１・支減 × 145

62 1309 医児発１・未計画２・開所減２・支減 × 176

62 1310 医児発１・地公体・支減 × 400

62 1311 医児発１・地公体・開所減１・支減 × × 280

62 1312 医児発１・地公体・開所減２・支減 × 340

62 1313 医児発１・地公体・未計画１・支減 × 70% 280

62 1314 医児発１・地公体・未計画１・開所減１・支減 × 196

62 1315 医児発１・地公体・未計画１・開所減２・支減 × 238

62 1316 医児発１・地公体・未計画２・支減 × 50% 200

62 1317 医児発１・地公体・未計画２・開所減１・支減 × 140

62 1318 医児発１・地公体・未計画２・開所減２・支減 × 170

62 1121 医児発２ 600

62 1122 医児発２・開所減１ 開所時間減算（4時間未満） × 420

62 1135 医児発２・開所減２ 単位 開所時間減算（4時間以上6時間未満） × 510

62 1174 医児発２・未計画１ × 70% 420

62 1176 医児発２・未計画１・開所減１ 開所時間減算（4時間未満） × 294

62 1178 医児発２・未計画１・開所減２ 開所時間減算（4時間以上6時間未満） × 357

62 1180 医児発２・未計画２ × 50% 300

62 1182 医児発２・未計画２・開所減１ 開所時間減算（4時間未満） × 210

62 1184 医児発２・未計画２・開所減２ 開所時間減算（4時間以上6時間未満） × 255

62 1125 医児発２・地公体 579

62 1126 医児発２・地公体・開所減１ × 開所時間減算（4時間未満） × 405

62 1137 医児発２・地公体・開所減２ 開所時間減算（4時間以上6時間未満） × 492

62 1189 医児発２・地公体・未計画１ × 70% 405

62 1191 医児発２・地公体・未計画１・開所減１ 開所時間減算（4時間未満） × 284

62 1193 医児発２・地公体・未計画１・開所減２ 開所時間減算（4時間以上6時間未満） × 344

62 1195 医児発２・地公体・未計画２ × 50% 290

62 1197 医児発２・地公体・未計画２・開所減１ 開所時間減算（4時間未満） × 203

62 1199 医児発２・地公体・未計画２・開所減２ 開所時間減算（4時間以上6時間未満） × 247

62 1319 医児発２・支減 510

62 1320 医児発２・開所減１・支減 × 357

62 1321 医児発２・開所減２・支減 × 434

62 1322 医児発２・未計画１・支減 × 70% 357

62 1323 医児発２・未計画１・開所減１・支減 × 250

62 1324 医児発２・未計画１・開所減２・支減 × 303

62 1325 医児発２・未計画２・支減 × 50% 255

62 1326 医児発２・未計画２・開所減１・支減 × 179

62 1327 医児発２・未計画２・開所減２・支減 × 217

62 1328 医児発２・地公体・支減 × 492

62 1329 医児発２・地公体・開所減１・支減 × × 344

62 1330 医児発２・地公体・開所減２・支減 × 418

62 1331 医児発２・地公体・未計画１・支減 × 70% 344

62 1332 医児発２・地公体・未計画１・開所減１・支減 × 241

62 1333 医児発２・地公体・未計画１・開所減２・支減 × 292

62 1334 医児発２・地公体・未計画２・支減 × 50% 247

62 1335 医児発２・地公体・未計画２・開所減１・支減 × 173

62 1336 医児発２・地公体・未計画２・開所減２・支減 × 210

３月以上連
続して減算
の場合 開所時間減算（4時間未満） 70%

開所時間減算（4時間以上6時間未満） 85%

地方公共団体
が設置する医
療型児童発達
支援センターの
場合

96.5% 開所時間減算（4時間未満） 70% 85%

開所時間減算（4時間以上6時間未満） 85%

通所支援計画が作成
されない場合

減算が適
用される月
から２月目
まで

開所時間減算（4時間未満） 70%

開所時間減算（4時間以上6時間未満） 85%

85%

３月以上連
続して減算
の場合 70%

85%

３月以上連
続して減算
の場合 開所時間減算（4時間未満） 70%

開所時間減算（4時間以上6時間未満） 85%

支援プログラ
ム未公表減
算

注 令和7年4
月1日から適
用

開所時間減算（4時間未満） 70%

３月以上連
続して減算
の場合 70%

85%

地方公共団体
が設置する医
療型児童発達
支援センターの
場合

96.5% 70%

85%

通所支援計画が作成
されない場合

減算が適
用される月
から２月目
まで

70%

開所時間減算（4時間以上6時間未満） 85%

通所支援計画が作成
されない場合

減算が適
用される月
から２月目
まで

開所時間減算（4時間未満） 70%

開所時間減算（4時間以上6時間未満） 85%

ロ　重症心
身障害児の
場合 70%

600 85%

通所支援計画が作成
されない場合

減算が適
用される月
から２月目
まで

70%

85%

85%

３月以上連
続して減算
の場合 開所時間減算（4時間未満） 70%

開所時間減算（4時間以上6時間未満） 85%

地方公共団体
が設置する医
療型児童発達
支援センターの
場合

96.5% 開所時間減算（4時間未満） 70% 85%

開所時間減算（4時間以上6時間未満） 85%

通所支援計画が作成
されない場合

減算が適
用される月
から２月目
まで

開所時間減算（4時間未満） 70%

開所時間減算（4時間以上6時間未満）

85%

３月以上連
続して減算
の場合 70%

85%

３月以上連
続して減算
の場合 開所時間減算（4時間未満） 70%

開所時間減算（4時間以上6時間未満） 85%

支援プログラ
ム未公表減
算

注 令和7年4
月1日から適
用

開所時間減算（4時間未満） 70%

３月以上連
続して減算
の場合 70%

85%

地方公共団体
が設置する医
療型児童発達
支援センターの
場合

96.5% 70%

85%

通所支援計画が作成
されない場合

減算が適
用される月
から２月目
まで

70%

開所時間減算（4時間以上6時間未満） 85%

通所支援計画が作成
されない場合

減算が適
用される月
から２月目
まで

開所時間減算（4時間未満） 70%

開所時間減算（4時間以上6時間未満） 85%

算定項目

医療型
児童発
達支援セ
ンターで
行う場合

イ　肢体不
自由児の場
合 70%

487 85%

通所支援計画が作成
されない場合

減算が適
用される月
から２月目
まで

70%

85%
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医療型児童発達支援

サービスコード サービス内容略称 合成 算定

種類 項目 単位数 単位

62 1211 医児発３ ハ　肢体不自由児の場合 435 1日につき

62 1212 医児発３・開所減１ 単位 開所時間減算（4時間未満） × 305

62 1213 医児発３・開所減２ 開所時間減算（4時間以上6時間未満） × 370

62 1337 医児発３・支減 370

62 1338 医児発３・開所減１・支減 開所時間減算（4時間未満） × × 259

62 1339 医児発３・開所減２・支減 開所時間減算（4時間以上6時間未満） × 315

62 1221 医児発４ 二　重症心身障害児の場合 549

62 1222 医児発４・開所減１ 単位 開所時間減算（4時間未満） × 384

62 1223 医児発４・開所減２ 開所時間減算（4時間以上6時間未満） × 467

62 1340 医児発４・支減 467

62 1341 医児発４・開所減１・支減 開所時間減算（4時間未満） × × 326

62 1342 医児発４・開所減２・支減 開所時間減算（4時間以上6時間未満） × 397

62 Z001 医児発身体拘束廃止未実施減算 身体拘束廃止未実施減算 -5 1日につき

62 Z031 医児発身体拘束廃止未実施減算 身体拘束廃止未実施減算 1月につき

62 Z051 医児発虐待防止措置未実施減算 虐待防止措置未実施減算

62 Z061 医児発業務継続計画未策定減算 業務継続計画未策定減算

62 Z081 医児発情報公表未報告減算 情報公表未報告減算

62 5350 医児発家庭連携加算１ 家庭連携加算 イ １時間未満 187 月４回限度

62 5351 医児発家庭連携加算２ ロ １時間以上 280

62 5493 医児発事業所内相談支援加算Ⅰ 事業所内相談支援加算 イ 事業所内相談支援加算（Ⅰ）（月１回を限度） 100 1回につき

62 5494 医児発事業所内相談支援加算Ⅱ ロ 事業所内相談支援加算（Ⅱ）（月１回を限度） 80

62 5603 医児発家族支援加算Ⅰ１ 家族支援加算（Ⅰ） イ 居宅を訪問（所要時間１時間以上） 300 月４回限度

62 5604 医児発家族支援加算Ⅰ２ ロ 居宅を訪問（所要時間１時間未満） 200

62 5605 医児発家族支援加算Ⅰ３ ハ 事業所等で対面 100

62 5606 医児発家族支援加算Ⅰ４ ニ オンライン 80

62 5607 医児発家族支援加算Ⅱ１ 家族支援加算（Ⅱ） イ 事業所等で対面 80

62 5608 医児発家族支援加算Ⅱ２ ロ オンライン 60

62 5701 医児発子育てサポート加算 子育てサポート加算 80

62 5310 医児発食事提供加算Ⅰ 食事提供加算 イ 食事提供加算（Ⅰ） 30 1日につき

62 5311 医児発食事提供加算Ⅱ ロ 食事提供加算（Ⅱ） 40

62 5370 医児発上限額管理加算 利用者負担上限額管理加算 150 月１回限度

62 5492 医児発福祉専門職員配置等加算Ⅰ 福祉専門職員配置等加算 イ 福祉専門職員配置等加算（Ⅰ） 15 1日につき

62 5490 医児発福祉専門職員配置等加算Ⅱ ロ 福祉専門職員配置等加算（Ⅱ） 10

62 5491 医児発福祉専門職員配置等加算Ⅲ ハ 福祉専門職員配置等加算（Ⅲ） 6

62 5495 医児発欠席時対応加算 欠席時対応加算 欠席時対応加算 94 月４回限度

62 5496 医児発欠席時対応加算（重心） ※重症心身障害児を支援する場合に限り定員充足率が80％未満の場合は月８回を限度 94 月８回限度

62 5702 医児発専門的支援実施加算 専門的支援実施加算 150 原則月４回限度

62 5041 医児発集中的支援加算 集中的支援加算 1,000

62 6220 医児発特別支援加算 特別支援加算 54 1日につき

62 6762 医児発個別サポート加算Ⅰ 個別サポート加算（Ⅰ） 120 1日につき

62 6763 医児発個別サポート加算Ⅱ 個別サポート加算（Ⅱ） 150

62 5088 医児発入浴支援加算 入浴支援加算 55 月８回限度

62 6240 医児発送迎加算１ 送迎加算 イ 重症心身障害児又は医療的ケア児の場合 40 片道につき

62 6241 医児発送迎加算１（同一敷地） 注　同一敷地内の場合 × 70% 28

62 6242 医児発送迎加算２ ロ 医療的ケアスコアが16点以上の場合 80

62 6243 医児発送迎加算２（同一敷地） 注 同一敷地内の場合 × 70% 56

62 6750 医児発保育職員加配加算 保育職員加配加算 保育職員加配加算 50 1日につき

62 6751 医児発保育職員加配加算（複数加配） 注　一定の条件を満たす場合 22

62 6250 医児発延長支援加算１ 延長支援加算 (1) １時間未満 61

62 6251 医児発延長支援加算２ (2) １時間以上2時間未満 92

62 6252 医児発延長支援加算３ (3) 2時間以上 123

62 6253 医児発延長支援加算４ (1) １時間未満 128

62 6254 医児発延長支援加算５ (2) １時間以上2時間未満 192

62 6255 医児発延長支援加算６ (3) 2時間以上 256

62 6760 医児発関係機関連携加算Ⅰ 関係機関連携加算 イ　関係機関連携加算（Ⅰ） 250 月1回限度

62 6761 医児発関係機関連携加算Ⅱ ロ　関係機関連携加算（Ⅱ） 200

62 6767 医児発関係機関連携加算Ⅲ ハ 関係機関連携加算（Ⅲ） 150

62 6768 医児発関係機関連携加算Ⅳ ニ 関係機関連携加算（Ⅳ） 200 1回限度

62 5710 医児発事業所間連携加算Ⅰ 事業所間連携加算 イ 事業所間連携加算（Ⅰ） 500 月1回限度

62 5711 医児発事業所間連携加算Ⅱ ロ 事業所間連携加算（Ⅱ） 150

62 6765 医児発保育教育等移行支援加算 保育・教育等移行支援加算 入所中２回、退所後2回（居宅と保育所等への訪問を1回ずつ）を限度 500 1回につき

62 6801 医児発保育教育等移行支援加算（入所中） 保育・教育等移行支援加算 入所中２回（居宅と保育所等への訪問を１回ずつ）を限度 500 1回につき

62 6802 医児発保育教育等移行支援加算（退所後） 退所後２回（居宅と保育所等への訪問を１回ずつ）を限度 500

62 5621 医児発処遇改善加算Ⅰ 福祉・介護職員等処遇改善加算 1月につき

62 5622 医児発処遇改善加算Ⅱ

62 5623 医児発処遇改善加算Ⅲ

62 5624 医児発処遇改善加算Ⅳ

62 5625 医児発処遇改善加算Ⅴ１

62 5626 医児発処遇改善加算Ⅴ２

62 5627 医児発処遇改善加算Ⅴ３

62 5628 医児発処遇改善加算Ⅴ４

62 5629 医児発処遇改善加算Ⅴ５

62 5630 医児発処遇改善加算Ⅴ６

62 5631 医児発処遇改善加算Ⅴ７

62 5632 医児発処遇改善加算Ⅴ８

62 5633 医児発処遇改善加算Ⅴ９

62 5634 医児発処遇改善加算Ⅴ１０

62 5635 医児発処遇改善加算Ⅴ１１

62 5636 医児発処遇改善加算Ⅴ１２

62 5637 医児発処遇改善加算Ⅴ１３

62 5638 医児発処遇改善加算Ⅴ１４

62 6621 医児発処遇改善加算Ⅰ イ 福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

62 6616 医児発処遇改善加算Ⅱ ロ 福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

62 6596 医児発処遇改善加算Ⅲ ハ 福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

62 6772 医児発特定処遇改善加算Ⅰ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算 イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

62 6773 医児発特定処遇改善加算Ⅱ ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

62 6766 医児発ベースアップ等支援加算 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(14) 単位加算

単位加算

(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(5) 単位加算

(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(6) 単位加算

福祉・介護職員処遇改善加算

注 令和６年
５月３１日ま
で算定可能

単位加算

単位加算

(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(10) 単位加算

(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(11) 単位加算

(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(12) 単位加算

単位加算

単位加算

単位加算

(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(13) 単位加算

(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(1) 単位加算

(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(2) 単位加算

(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(3) 単位加算

イ 福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）

注 令和６年
６月１日から
算定可能
また、福祉・
介護職員等
処遇改善加
算（Ⅴ）につ
いては、令
和７年３月３
１日まで算
定可能

単位加算

ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 単位加算

ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 単位加算

ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 単位加算

ホ 福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）

(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(7) 単位加算

(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(8) 単位加算

(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(9) 単位加算

(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(4) 単位加算

500 単位加算

500 単位加算

500 単位加算

200 単位加算

500 単位加算

150 単位加算

250 単位加算

200 単位加算

150 単位加算

単位加算

ロ 重症心身障害
児又は医療的ケ
ア児の場合

128 単位加算

192 単位加算

256 単位加算

50 単位加算

22 単位加算

イ 肢体不自由児
の場合

61 単位加算

92 単位加算

123

28 単位加算

80 単位加算

56 単位加算

150 単位加算

55 単位加算

40 単位加算

1000 単位加算

54 単位加算

120 単位加算

94 単位加算

94 単位加算

150 単位加算

80 単位加算

80 単位加算

15 単位加算

10 単位加算

6 単位加算

30 単位加算

40 単位加算

150 単位加算

注 多機能型事業所において、同一の児
に複数のサービスによる支援を行なう場
合、各サービス合計して（Ⅰ）及び（Ⅱ）そ
れぞれ月４回を限度

300 単位加算

200 単位加算

100 単位加算

80

187 単位加算

280 単位加算

100 単位加算

単位加算

80 単位加算

60 単位加算

5 単位減算

単位減算

単位減算

単位減算

単位減算

85%

549 70%

85%

支援プログラム未公表減算

注 令和7年4月1日から適用70%

85% 85%

算定項目

指定発
達支援
医療機
関で行う
場合

435 70%

85%

支援プログラム未公表減算

注 令和7年4月1日から適用70%

85%
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医療型児童発達支援

（定員超過）

サービスコード サービス内容略称 合成 算定

種類 項目 単位数 単位

62 8111 医児発１・定超 341 1日につき

62 8112 医児発１・定超・開所減１ 開所時間減算（4時間未満） × 239

62 8131 医児発１・定超・開所減２ 単位 開所時間減算（4時間以上6時間未満） × 290

62 8214 医児発１・定超・未計画１ × × 70% 239

62 8216 医児発１・定超・未計画１・開所減１ 開所時間減算（4時間未満） × 167

62 8218 医児発１・定超・未計画１・開所減２ 開所時間減算（4時間以上6時間未満） × 203

62 8220 医児発１・定超・未計画２ × 50% 171

62 8222 医児発１・定超・未計画２・開所減１ 開所時間減算（4時間未満） × 120

62 8224 医児発１・定超・未計画２・開所減２ 開所時間減算（4時間以上6時間未満） × 145

62 8115 医児発１・地公体・定超 329

62 8116 医児発１・地公体・定超・開所減１ × 開所時間減算（4時間未満） × 230

62 8133 医児発１・地公体・定超・開所減２ 開所時間減算（4時間以上6時間未満） × 280

62 8229 医児発１・地公体・定超・未計画１ × 70% 230

62 8231 医児発１・地公体・定超・未計画１・開所減１ 開所時間減算（4時間未満） × 161

62 8233 医児発１・地公体・定超・未計画１・開所減２ 開所時間減算（4時間以上6時間未満） × 196

62 8235 医児発１・地公体・定超・未計画２ × 50% 165

62 8237 医児発１・地公体・定超・未計画２・開所減１ 開所時間減算（4時間未満） × 116

62 8239 医児発１・地公体・定超・未計画２・開所減２ 開所時間減算（4時間以上6時間未満） × 140

62 1343 医児発１・定超・支減 290

62 1344 医児発１・定超・開所減１・支減 × 203

62 1345 医児発１・定超・開所減２・支減 × 247

62 1346 医児発１・定超・未計画１・支減 × 70% 203

62 1347 医児発１・定超・未計画１・開所減１・支減 × 142

62 1348 医児発１・定超・未計画１・開所減２・支減 × 173

62 1349 医児発１・定超・未計画２・支減 × 50% 145

62 1350 医児発１・定超・未計画２・開所減１・支減 × × 102

62 1351 医児発１・定超・未計画２・開所減２・支減 × 123

62 1352 医児発１・地公体・定超・支減 280

62 1353 医児発１・地公体・定超・開所減１・支減 × × 196

62 1354 医児発１・地公体・定超・開所減２・支減 × 238

62 1355 医児発１・地公体・定超・未計画１・支減 × 70% 196

62 1356 医児発１・地公体・定超・未計画１・開所減１・支減 × 137

62 1357 医児発１・地公体・定超・未計画１・開所減２・支減 × 167

62 1358 医児発１・地公体・定超・未計画２・支減 × 50% 140

62 1359 医児発１・地公体・定超・未計画２・開所減１・支減 × 99

62 1360 医児発１・地公体・定超・未計画２・開所減２・支減 × 119

62 8121 医児発２・定超 420

62 8122 医児発２・定超・開所減１ 開所時間減算（4時間未満） × 294

62 8135 医児発２・定超・開所減２ 単位 開所時間減算（4時間以上6時間未満） × 357

62 8244 医児発２・定超・未計画１ × 70% 294

62 8246 医児発２・定超・未計画１・開所減１ 開所時間減算（4時間未満） × 206

62 8248 医児発２・定超・未計画１・開所減２ 開所時間減算（4時間以上6時間未満） × 250

62 8250 医児発２・定超・未計画２ × 50% 210

62 8252 医児発２・定超・未計画２・開所減１ 開所時間減算（4時間未満） × 147

62 8254 医児発２・定超・未計画２・開所減２ 開所時間減算（4時間以上6時間未満） × 179

62 8125 医児発２・地公体・定超 405

62 8126 医児発２・地公体・定超・開所減１ × 開所時間減算（4時間未満） × 284

62 8137 医児発２・地公体・定超・開所減２ 開所時間減算（4時間以上6時間未満） × 344

62 8259 医児発２・地公体・定超・未計画１ × 70% 284

62 8261 医児発２・地公体・定超・未計画１・開所減１ 開所時間減算（4時間未満） × 199

62 8263 医児発２・地公体・定超・未計画１・開所減２ 開所時間減算（4時間以上6時間未満） × 241

62 8265 医児発２・地公体・定超・未計画２ × 50% 203

62 8267 医児発２・地公体・定超・未計画２・開所減１ 開所時間減算（4時間未満） × 142

62 8269 医児発２・地公体・定超・未計画２・開所減２ 開所時間減算（4時間以上6時間未満） × 173

62 1361 医児発２・定超・支減 357

62 1362 医児発２・定超・開所減１・支減 × 250

62 1363 医児発２・定超・開所減２・支減 × 303

62 1364 医児発２・定超・未計画１・支減 × 70% 250

62 1365 医児発２・定超・未計画１・開所減１・支減 × 175

62 1366 医児発２・定超・未計画１・開所減２・支減 × 213

62 1367 医児発２・定超・未計画２・支減 × 50% 179

62 1368 医児発２・定超・未計画２・開所減１・支減 × × 125

62 1369 医児発２・定超・未計画２・開所減２・支減 × 152

62 1370 医児発２・地公体・定超・支減 344

62 1371 医児発２・地公体・定超・開所減１・支減 × × 241

62 1372 医児発２・地公体・定超・開所減２・支減 × 292

62 1373 医児発２・地公体・定超・未計画１・支減 × 70% 241

62 1374 医児発２・地公体・定超・未計画１・開所減１・支減 × 169

62 1375 医児発２・地公体・定超・未計画１・開所減２・支減 × 205

62 1376 医児発２・地公体・定超・未計画２・支減 × 50% 173

62 1377 医児発２・地公体・定超・未計画２・開所減１・支減 × 121

62 1378 医児発２・地公体・定超・未計画２・開所減２・支減 × 147

３月以上連
続して減算
の場合 開所時間減算（4時間未満） 70%

開所時間減算（4時間以上6時間未満） 85%

開所時間減算（4時間未満） 70%

開所時間減算（4時間以上6時間未満） 85%

開所時間減算（4時間以上6時間未満） 85%

地方公共団
体が設置す
る医療型児
童発達支援
センターの
場合

96.5% 開所時間減算（4時間未満） 70%

開所時間減算（4時間以上6時間未満） 85%

通所支援計
画が作成さ
れない場合

減算が適
用される月
から２月目
まで

３月以上連
続して減算
の場合 70%

85%

支援プログラム
未公表減算

注 令和7年4月1
日から適用

開所時間減算（4時間未満） 70%

３月以上連
続して減算
の場合 開所時間減算（4時間未満） 70%

開所時間減算（4時間以上6時間未満） 85% 85%

開所時間減算（4時間以上6時間未満） 85%

通所支援計
画が作成さ
れない場合

減算が適
用される月
から２月目
まで

開所時間減算（4時間未満） 70%

３月以上連
続して減算
の場合 70%

85%

地方公共団
体が設置す
る医療型児
童発達支援
センターの
場合

96.5% 70%

85%

通所支援計
画が作成さ
れない場合

減算が適
用される月
から２月目
まで

70%

85%

ロ　重症心
身障害児の
場合 70%

600 85%

通所支援計
画が作成さ
れない場合

減算が適
用される月
から２月目
まで

70%

85%

３月以上連
続して減算
の場合 開所時間減算（4時間未満） 70%

開所時間減算（4時間以上6時間未満） 85%

開所時間減算（4時間未満） 70%

開所時間減算（4時間以上6時間未満） 85%

地方公共団
体が設置す
る医療型児
童発達支援
センターの
場合

96.5% 開所時間減算（4時間未満） 70%

開所時間減算（4時間以上6時間未満） 85%

通所支援計
画が作成さ
れない場合

減算が適
用される月
から２月目
まで

85%

３月以上連
続して減算
の場合 開所時間減算（4時間未満） 70%

開所時間減算（4時間以上6時間未満） 85% 85%

開所時間減算（4時間以上6時間未満） 85%

支援プログラム
未公表減算

注 令和7年4月1
日から適用

開所時間減算（4時間未満） 70%

地方公共団
体が設置す
る医療型児
童発達支援
センターの
場合

96.5% 70%

85%

通所支援計
画が作成さ
れない場合

減算が適
用される月
から２月目
まで

70%

85%

通所支援計
画が作成さ
れない場合

減算が適
用される月
から２月目
まで

開所時間減算（4時間未満） 70%

開所時間減算（4時間以上6時間未満） 85%

３月以上連
続して減算
の場合 70%

通所支援計
画が作成さ
れない場合

減算が適
用される月
から２月目
まで

70%

85%

３月以上連
続して減算
の場合 70%

85%

算定項目

医療型
児童発
達支援セ
ンターで
行う場合

イ　肢体不
自由児の場
合

利用者の数
が利用定員
を超える場合 70%

487 85%

70%
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